
磨きをかける

今月の特集
●川崎市社会福祉協議会の事業が広がります
●地域福祉の拠点施設をめざして

介護保険がスタートして５年が経ちました｡ この制度が始
まる以前からコツコツと実績を積んできた団体があります｡
その組織も今年で10周年､ それが ｢川崎市ホームヘルパー介
護福祉士会｣｡
名前は少し固いですが､ 地域に密着した中身の濃い活動を
行っています｡ 地域ボランティア活動として各種団体の講師
や年１回の御幸中学校での ｢福祉体験学習｣ の指導を行って
います｡ 中学校での指導は今年で４回目を迎えました｡
生徒には人の心を大切にと､ ｢思いやり｣ を指導していま

す｡ その成果を偶然にもある講師が目にしました｡ 道端に倒
れている人に一生懸命声かけしている生徒を･･･｡ なかなか
声を出したくても出ないものですが､ 学習したことで勇気が
自然に身についていたのです｡ この経験をしたことでますま

す自分に自信がついたことでしょう｡
また､ 施設ボランティアでの納涼祭のお手伝いをした時に
は高齢者に接する思いやり､ 少しでも楽しんでいただこうと
思うスタッフの努力､ 明るさを私たちは改めて勉強させて頂
きました｡ 人が人を支えるヒューマンな仕事を感じました｡
人との絆は宝物です｡ 人と接することで長生きができ､ 人生
に光が差す｡ すばらしいことですね｡
幸区介護福祉士会の会員も増え､ 活動の出番も増えており
ます｡ 皆さんにお役に立とうと先輩に指導を受けながら常に
学び､ 研修を重ね､ いつでもご要望にお応えできるよう会員
一同頑張っております｡ 相談､ 技術指導を必要な時などお気
軽に声をかけて下さい｡ これが地域密着の活動だと自負して
おります｡

川崎市ホームヘルパー介護福祉士会

幸区代表 赤岩 滋子

地域密着をめざす
｢幸区介護福祉士会｣

↑ おそろいの祝い鶴｡ 笑顔も素敵です｡

↑ ｢ここどうやるの？｣

｢本を見ただけじゃわからなかった､ なるほど！｣

↑ 鶴・こま・くすだまなど色とりどりの作品

★老人福祉センターではさまざまな教養講座や健康講座を開催

しています｡ (各老人福祉センターにより講座内容は異なりま

す) (関連記事３面)

～老人福祉センター おりがみ講座より～
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平成17年度共同募金実績額 (単位 円)

募 金 種 別 実 績 額

一

般

募

金

戸 別 募 金 91,039,474

法 人 募 金 8,366,428

街 頭 募 金 8,014,550

校 内 募 金 2,884,036

職 域 募 金 2,994,897

そ の 他 募 金 1,519,975

小 計 114,819,360

年 末 た す け あ い 募 金 72,957,508

合 計 187,776,868

※平成18年1月31日現在

今まで､ 在宅福祉サービス､ 高齢者や障害者等の

権利擁護､ 人材養成､ 基幹型在宅介護支援センター

等の事業を実施していた､ (財)川崎市在宅福祉公社

が平成18年３月31日に解散し､ 平成18年４月１日に

川崎市社会福祉協議会にこれまでの事業を統合する

こととなりました｡

本会への移行後は､ 高齢者や障害者等の権利擁護

に関わる事業は ｢川崎市あんしんセンター｣ で実施

し､ 基幹型在宅介護支援センターは制度改正に伴い､

地域包括支援センターに生まれ変わります｡ その他

の事業は､本会に移行後も､ 基本的に公社の事業を

そのまま引き継いでサービス提供をいたします｡

また､ 統合後しばらくは､ 現在のそれぞれの事務

所で､ 継続して事業を行なっていきます｡

公社の事業を統合することにより､ 今まで以上に､

多様な市民の皆さまのニーズに対応できる地域福祉

の供給体制づくりを目指し､ 市民の皆さまにとって､

より身近で､ より総合的な地域福祉のサービス提供

の推進を目指してまいります｡

今後も､ より良い地域福祉推進のための事業見直

しを行なっていくとともに､ 平成19年４月には､ 新

たな事務所に移転し､ 新しい事業展開を図ってまい

ります｡

川崎市社会福祉協議会の事業が広がります

(社福)川崎市社会福祉協議会と(財)川崎市在宅福祉公社の統合について

毎年､ 赤い羽根共同募金にあたたかいご理解､ ご

協力をいただきありがとうございます｡

おかげをもちまして17年度の川崎市の共同募金寄

付金総額は､ 187,776,868円 (別表参照) でござい

ました｡ 市民の皆さまはじめ､ 町内会・自治会､ 企

業､ 学校､ 民生委員児童委員協議会等､ 各種団体の

ご協力の賜物とあらためてお礼申し上げます｡

皆さまから寄せられた寄付金は､ 神奈川県共同募

金会を通じて民間の社会福祉施設や障害者地域作業

所､ 社会福祉協議会､ そして市内地域の福祉ニーズ

をもつ方々等に配分させていただくこととなります｡

景気の低迷等の事情もあり､ 神奈川県下において

も共同募金の寄付金は減少傾向にあります｡ その一

方で､ 地域における在宅福祉団体や当事者団体の増

加､ 福祉ニーズの多様化による福祉サービスの需要

は年々高まってきており､ あらためて共同募金への

期待も大きくなっております｡

地域における様々な地域福祉活動を支えていただ

くため､ 今後も皆さまのあたたかいご協力を賜りま

すよう心からお願い申し上げます｡

平平平成成成111777年年年
度度度赤赤赤いいい羽羽羽根根根共共共同同同募募募金金金のののおおお礼礼礼
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地方自治法の改正により､ 公の施設の管理運営を

民間企業やNPOなども参入できる ｢指定管理者制

度｣ が導入されました｡ この制度の目的は､ 民間の

能力を活用しつつ､ 住民サービスの向上や経費の節

減等を促し､ 適正で効率的な運用を図ることです｡

これまで本会が川崎市から受託して管理運営を行っ

てきました老人いこいの家や老人福祉センター､ 聴

覚障害者情報文化センターはこの制度の対象施設で

す｡ 地域の高齢者が集う老人いこいの家や老人福祉

センターは､ 地域特性を活かした運営や拠点施設と

しての活用ができるよう､ 老人いこいの家は42施設､

老人福祉センターは５施設を､ 身近な各区社会福祉

協議会が指定管理者として指定され､ 18年度から運

営を開始します｡

市・区社会福祉協議会が運営する施設は次のとお

りです｡

地域福祉の拠点施設をめざして
～指定管理者制度について～

(社福) 川 崎 市 社 会 福 祉 協 議 会
川崎市聴覚障害者情報文化センター
川崎市高齢社会福祉総合センター ｢人材開発研修センター・
保健福祉研究センター｣

(社福) 川崎市川崎区社会福祉協議会
老人いこいの家 (浜町・大師・小田・田島・大島・京町・渡
田・殿町)､ 川崎市日進町老人福祉センター

(社福) 川崎市幸区社会福祉協議会
老人いこいの家 (神明町・日吉・南河原・下平間・古市場・
小倉)､ 川崎市さいわい健康福祉プラザ

(社福) 川崎市中原区社会福祉協議会
老人いこいの家 (ごうじ・等々力・中丸子・西加瀬・井田・
丸子多摩川)

(社福) 川崎市高津区社会福祉協議会
老人いこいの家 (高津・上作延・子母口・末長・梶ヶ谷・東
高津)､ 川崎市高津老人福祉・地域交流センター

(社福) 川崎市宮前区社会福祉協議会
老人いこいの家 (平・有馬・野川・白幡台・鷲ヶ峰)､ 川崎
市宮前老人福祉センター

(社福) 川崎市多摩区社会福祉協議会
老人いこいの家 (登戸・菅・錦ケ丘・長尾・枡形・中野島・
南菅)

(社福) 川崎市麻生区社会福祉協議会
老人いこいの家 (片平・千代ヶ丘・白山・岡上)､ 川崎市麻
生老人福祉センター

＊中原区の丸子多摩川老人いこいの家､ 高津区の川崎市高津老人福祉・地域交流センターは６月１日からの運営となります｡

＊川崎区の藤崎・桜本老人いこいの家､ 中原区の新城老人いこいの家及び麻生区の王禅寺・麻生老人いこいの家は､ 他の指定

管理者となります｡

日本赤十字社は､ ｢人道と博愛｣ の赤十字精神

に基づき､ 災害救護活動・血液事業・奉仕団活動・

社会福祉活動などを行っております｡

日本赤十字社では､ これらの活動を資金面から

支えていただくため､ ５月に ｢赤十字社員増強運

動｣ を展開します｡

社員の納める資金により､ 赤十字活動は支えら

れえておりますので､ この充実と拡大を図るため､

多くの市民の方々に社員になっていただきますよ

うお願いいたします｡

日本赤十字社川崎市地区本部
(事務局 川崎市健康福祉局地域福祉課)

電話 ２００－２６２８

日本赤十字社川崎市各区地区・分区
事務局 各区役所地域保健福祉課企画担当・

各地区健康福祉ステーション管理係

｢｢｢｢｢｢｢｢｢赤赤赤赤赤赤赤赤赤十十十十十十十十十字字字字字字字字字活活活活活活活活活動動動動動動動動動へへへへへへへへへのののののののののごごごごごごごごご支支支支支支支支支援援援援援援援援援ををををををををを｣｣｣｣｣｣｣｣｣
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職 種 就 業 場 所 就 業 時 間 基本給(円) 年齢 求人数 備 考

保 育 士
(非常勤 ) 川崎区四谷上町 8:30～17:00

(土曜日のみの勤務) 時給1,000 50歳まで 2
保育園｡ 新規保育園での保育業務｡
保育士ならびに3年以上の業務経験必要｡
平成18年４月１日～平成19年３月31日の契約 (契約更新あり)｡

看 護 師
(正 規 ) 宮前区神木本町

① 8:30～17:30
②10:00～19:00
(交代制勤務)

242,000～ 不 問 2
特別養護老人ホーム｡ 老人ホーム入居者の看護業務｡
正・准看護師必要｡ 専門学校卒以上｡
別条件で看護師 (非常勤) も同時募集中｡

施設介護職員
(正 規 ) 宮前区野川 夜勤ありの

交代制勤務 170,000～ 50歳まで 25
ケアハウス｡ 利用者の介護サービス計画策定・実施｡
介護福祉士またはヘルパー３級以上必要｡
別条件で正看護師 (正規) も同時募集中｡

※上記の求人以外にも多数求人情報を扱っております｡ 川崎市社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか､ 電話でお問合せ下さい｡

川崎市福祉人材バンクからのお知らせ (高齢者職業紹介事業の終了について)

この広報誌は､ 一部共同募金の配分金によって作成されています｡

ォ メ ー シ ョ ンふ く し イ ン フ
ボランティア活動振興センター TEL 244－3563・E-mail v-center@csw-kawasaki.or.jp

本会では昭和48年から高齢者の方に対する無料職業紹介事業を実施
してまいりましたが､ 平成18年３月末をもちまして､ 当該事業を終了
させていただくことになりました｡ 皆様方には多年にわたりご利用い
ただき､ 厚く御礼申し上げます｡
平成18年４月以降につきましては､ (財) 川崎市シルバー人材セン

ターにおいて同事業を行っていく予定ですので､ ご利用下さいますよ
うご案内申し上げます｡ シルバー人材センターの連絡先等は､ 右記を
ご参照下さい｡ それにともない､ 当広報紙 ｢川崎の社会福祉｣ に高齢
者求人情報を一部掲載しておりましたが､ ３月号をもちまして終了さ
せていただきました｡
なお､ 福祉施設等での就労を希望している方を対象に行っておりま
す ｢福祉人材バンク｣ 事業は従来通り今後も引き続き行ってまいりま
すので､ よろしくお願いいたします｡ 今月号から ｢川崎市福祉人材バ
ンク｣ で扱っている求人の一部を掲載します｡ 求人に応募する場合は
当バンクの紹介状 (推薦状ではありません) が必要になります｡
なお､ 当広報紙の発行日から皆様がご覧になるまでの間に､ 採用決
定または取消しになっている求人もありますのでご了承ください｡ 下
記の求人につきましては､ 当人材バンクまでお電話下さい｡
問合せ先 電話 044－211－0211 (直通) 川崎市福祉人材バンク
(土曜・日曜・祝日・年末年始・就職相談会開催日はお休みです｡)
開所時間や地図等につきましては川崎市社会福祉協議会ホームページ
をご覧下さい (HPアドレスは当広報紙 ｢川崎の社会福祉｣ １面上に
掲載しています)｡

講座・行事等

■ 要約筆記奉仕員養成講座

｢要約筆記｣ は､ 聞こえが不自由な人に話し手の意図をその場で
書いて伝える活動です｡ 聴覚障害者をサポートする活動を始めてみ
ませんか｡
日 程 【選考・説明会】５月20日(土)午前９時45分～ ＊参加必須

【講座】５月27日～９月２日 毎週土曜日
(除く７月８日､ ８月12日) 全13回

【新登録者研修】９月９日､ 16日､ 30日､ 10月７日
毎週土曜日 全４回

＊講座・新登録者研修ともに午前９時30分～12時
会 場 川崎市聴覚障害者情報文化センター

(東急東横線元住吉駅下車徒歩10分)
対象者 講座修了後に要約筆記奉仕員として市社協に登録し､ 派遣

依頼を受けて聴覚障害者に対する要約筆記活動ができる方
定 員 32名
参加費 2,000円(教材費：テキスト･ロール･ペン3本･手袋代等)
申し込み・問い合せ 往復ハガキに講座名･住所･氏名･年齢･電話番

号を記入 ＊5月13日必着
川崎市聴覚障害者情報文化センター
〒211-0037 中原区井田三舞町14－16
Ｔｅｌ ７９８－８８００ Ｆａｘ ７９８－８８０４

■ 入門手話講習会

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム＜入門課程＞に基づいて､
初心者を対象として15回の実技と3回の講義を受けていただく形で
実施します｡ ふるってご参加ください｡
日 程 【説明会】５月13日(土) 午前10時～12時

国際交流センターホール
＊参加必須 ※詳細は返信ハガキで通知します｡

【講座】５月20日～９月30日 毎週土曜日
(除く８月12日､ ９月23日) 実技15回・講義3回

ボランティア募集

呼吸に問題のある男の子 (３歳・６歳) のドーマン法のトレーニ
ングをお手伝いしてください｡
日 時 月曜日～金曜日

＊時間・曜日等応相談(月1回でも週1回でもかまいません)
【訓練は１日１回で､ 午後の１時間程度です】

場 所 多摩区生田 (個人宅)
問い合せ 飯沼 Ｔｅｌ ９５２－３２９５

■ ドーマン法のボランティア募集

３月号のふくしインフォメーションにおいて､ 宮前区
社会福祉協議会主催の第７回ヒューマンセミナー開催記

事の一部に印刷が不鮮明なものがありました｡ お詫び申し上げます｡

お詫び

会 場 川崎市聴覚障害者情報文化センター
【中原区井田三舞町14－16】
(東急東横線元住吉駅下車徒歩10分)

対象者 ☆川崎市に在住または在勤・在学の方
☆年齢18歳以上の方 ☆手話の学習経験がない方

定 員 30名
参加費 2,000円 ※テキスト代別 (税込1,200円)
申し込み・問い合せ 往復ハガキに講座名･住所(在勤在学の場合は

勤務地又は学校所在地)･氏名(ふりがな)･年齢･電話番号･
FAX番号(あれば)を記入 ＊5月6日(土)必着(消印有効)
〒211-0037 中原区井田三舞町14－16
川崎市聴覚障害者情報文化センター内
ＮＰＯ川崎市ろう者協会事務局
Ｆａｘ ７５２－５５５９
e-mail:kawasaki-deaf@star.odn.ne.jp

高齢者求人に関する問合せ先
〒210-0026 川崎市川崎区堤根34－19
電話 044－222－1592／ファックス 044－221－8516

財団法人 川崎市シルバー人材センター 本部


